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令和２年 第２回 教育委員会会議録 

１．開会日時 令和２年２月２８日（金） 午後２時００分 

２．場所 峰行政サービスセンター 第４会議室 

３．出席委員 吉野委員、佐伯委員、一宮委員、斎藤委員 

４．出 席 者 
永留教育長、阿比留教育部長、八島次長兼教育総務課長、糸瀬学校教育

課長、庄司生涯学習課長、川辺文化財課長 

５．会議書記 扇課長補佐 

６．閉会日時 令和２年２月２８日（金） 午後４時０５分 

７．議 事 

 日程第 １ 

  

日程第 ２ 

  

日程第 ３ 

  

日程第 ４ 

 

日程第 ５ 

 

日程第 ６ 

 

日程第 ７ 

 

日程第 ８ 

 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

会期日程の決定 

 

教育長諸報告 

 

議案第５号 対馬市教育委員会表彰について 

 

報告第３号 令和２年度対馬市島っこ留学里親・留学生決定について 

 

報告第４号 令和２年度一般会計当初予算（教育費）について 

 

議案第４号 令和２年度教職員の異動に関する内申について 

 

その他 
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永留教育長 それでは、ただいまから令和２年第２回対馬市教育委員会会議を開

会いたします。 

議事の進行につきましては、対馬市教育委員会会議規則により進め

たいと思います。 

では、日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。 

今回の会議録署名委員は、佐伯委員さん及び斎藤委員さんを指名し

ます。よろしくお願いいします。 

続きまして、日程第２「会期日程の決定」でありますが、お諮りし

ます。本会議の会期は本日一日にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

会場 「異議なし」の声 

永留教育長 「異議なし」のようです。 

したがって、会期は、本日、２月２８日の一日といたします。会議

運営につきまして、ご協力をお願いいたします。 

次に、日程第３「教育長諸報告」を行います。 

資料の２ページをお願いします。 

簡単に報告をいたします。 

１７日に特別支援連携協議会を開催しておりますが、対馬市には、

現在、特別支援連携協議会と分教室が主催をする特別支援連絡協議会、

この２つがありまして、これで対馬市の特別支援教育の充実に向けて

取り組みを進めているわけですけれども、来年度からはこの２つの組

織を統合するということで進めていくようになっております。 

それから、２０日に社会教育委員会・公民館運営審議会合同会、こ

れを開催しておりますけれども、これに関しましても社会教育委員会

と公民館運営審議会を統合する方向で今進めております。 

それから、２１日に給食会理事会にオブザーバーとして参加をしま

した。オブザーバーで参加をして意見を述べさせてもらったのが、１

点目は、２学期の開始を早めることに伴う給食業務へのお願い、これ

が１点。それから、２点目は調理場の統合についての考え方を学校給

食会のほうへ説明をいたしました。 

それから、２３日に対馬少年の主張大会が実施をされまして、中学

１、２年生９名が発表をしてくれました。吉野委員さんにも審査員と

して出席をいただいております。 

最優秀賞に輝いたのは、佐須奈中学校の１年生、安樂君です。題が、

「視点を変えると」という題で、私はこの発表の中で一番感動したの
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は、彼は島外から転校でやってきている生徒なんですけれども、対馬

でいろいろ学習してきた総合学習がきっかけになって、将来、対馬に

帰ってきたいというふうなことを述べてくれました。 

この安樂君を初めとして、ことしの少年の主張大会はふるさと学習

の成果が非常に出てきたなというふうに感じました。 

簡単ではありますが、教育長諸報告を以上で終わります。 

報告事項について何かありましたら、「その他」の事項でお受けを

したいと思います。 

続きまして、日程第５、議案第５号「対馬市教育委員会表彰につい

て」を議題とします。 

 事務局から提案理由の説明をお願いします。八島次長。 

八島次長 それでは、議案第５号「対馬市教育委員会表彰について」ご説明さ

せていただきます。 

４ページをご覧ください。 

対馬市教育委員会表彰規則第９条の規定により、表彰選考委員会か

ら別紙のとおり選考結果報告がありましたので、同規則第１０条によ

り教育委員会の承認を求めるものです。 

次の５ページをお開きください。 

２月１３日に選考委員会より結果の報告が来ております。該当者は、

第２号該当の文化功労、氏名が梅野林壽さんです。功績につきまして

は、６ページの方の功績概要をご覧いただきたいと思います。長年途

絶えておりました曲の盆踊りを復活させ、曲郷土芸能保存会を設立し、

その中心として活躍され、約２７年間にわたり郷土芸能の継承・発展

にご尽力されたものです。 

７ページには、推薦調書をつけております。 

以上、簡単ですけれども説明にかえさせていただきます。 

永留教育長 説明が終わりましたので、審議方、よろしくお願いします。 

質疑等ありませんでしょうか。 

会場 「なし」の声 

永留教育長 では、ほかに質疑等ないようですから、これから議案第５号を採決しま

す。 

お諮りします。議案第５号「対馬市教育委員会表彰について」は原案の

とおりに決定することにご異議ありませんか。 

会場 「異議なし」の声 

永留教育長 「異議なし」と認めます。よって、議案第５号は原案のとおり可決
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されました。 

続きまして、日程第７、報告第３号「令和２年度対馬市島っこ留学

里親・留学生決定について」を議題とします。 

 事務局から報告をお願いします。八島次長。 

八島次長  それでは、報告第３号「令和２年度対馬市島っこ留学里親・留学生

決定について」ご説明をさせていただきます。 

 ３３ページをお開きください。 

 対馬市島っこ留学推進事業における令和２年度の里親及び留学生の

決定について、対馬市島っこ留学推進協議会から提出がありましたの

で、別紙のとおり報告するものです。 

 別紙の対馬市島っこ留学里親・留学生決定の報告という冊子をご覧

いただきたいと思います。 

 ページを開いていただきまして、１ページからでございます。 

 令和元年１１月５日に開催しました対馬市島っこ留学推進協議会

で、今年度申し込みがありました下記の里親を推薦し、令和２年２月

２０日に開催した協議会で承認をいただきましたので、報告をいたし

ます。 

まず、里親でございますけれども、新しく里親といたしまして、２

名委嘱しております。委嘱期間につきましては、令和２年４月１日から

令和４年３月３１日までです。 

継続と合わせて、里親は合計４名となり、三根に１名、仁田校区に３名

です。 

それから、島っこについてですけども、来年度新規の島っこ留学生の受

け入れ決定でございます。６名受け入れを決定しております。 

継続が４名おりますので、合計１０名が来年度の留学生となります。 

西部中に３名、仁田小に２名、仁田中に５名です。 

以上、簡単ですけれども、説明を終わりたいと思います。 

永留教育長 報告が終わりましたが、この点に関して質疑はありませんでしょう

か。 

佐伯委員 参考のために、通学の経路とか方法等について教えていただけます

でしょうか。 

八島次長 志多留の方につきましては、スクールバス、もしくは、マイクロバスを

持っておられますので、１０人乗りぐらいの、それで送迎もするという話

を伺っております。 

それから、樫滝の方は徒歩という形で。 

佐伯委員 ありがとうございました。 
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一宮委員 現在いる４名の生徒さんの学校名をちょっと教えていただいていい

ですか。 

八島次長 継続の方ですか。 

一宮委員 はい、継続の。 

八島次長 まず、西部中学校が２名。それから、１名が志多留の方に移りますの

で、西部中学校から仁田中学校への転校ということになります。仁田中学

校が１名継続なので、２名ということで、合計４名です。 

一宮委員 ありがとうございます。そうなると、仁田中学校さんは４名になり

ますか。 

八島次長 ５名です。 

一宮委員 ５名ですね。仁田中学校のお子さんは。 

もう一点は、この新しい受け入れる生徒さんにつきましての情報っ

てもうこれだけですか、開示をしていただけるのは。 

八島次長 個人のですか。 

一宮委員 どういう生徒さんがこんなふうに対馬にこられるかも知りたいの

で、学校によっては仁田中学校さんが５名になっていますよね。そう

いうことも含めてちょっと情報が欲しいなと思って。 

八島次長 後ほど資料提供させていただくということでよろしいですか。 

手元にはありますけれども、一応、１０名申し込みがありまして、

４名の方にはお断りを差し上げたということになっていまして、６名

が新規でございまして。 

一宮委員 はい。 

島っこ留学は、すごく今、対馬市も力を入れてある部分で、西部中

さんのいい事例がございますね。 

逆に、学校現場としては、受け入れる場合にいろんな事情も抱えて

いる生徒さんを受け入れるということは、すごいエネルギーも要るわ

けです。学校の先生方にしても、その地域にしても。 

だから、できればそういうふうな情報というのは、ここでこういう

ふうにされるときにここに提示していただいて、質問なり検討なりさ

せていただけると、またさらに応援もできるし、いろんな意味でいい

のかなと思ったので、ですけど、どうですか。 

八島次長 一応、協議会の中でいろんな意見を出していただきまして、今回も

ちょっといろんな事例があったもんですから、我々としても現場の校

長先生方のご意見も聞きまして、協議会として、色々相談をし、今現

在通っている学校からの資料等も取り寄せながら判断をしていただく
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中で、ちょっと４名については受け入れは難しいだろうということで

お断りをして、この６名については大丈夫だろうというところの判断

で受け入れを決定ということでさせていただいています。 

そうですね、資料がないとなかなか人物も見えてこないとこもある

でしょうから。後ほどお見せできると思います。 

一宮委員 決定について物申すわけではないんですけど、協議会で検討された

内容というのを私たち教育委員も把握しておくというのは必要かなと

いう思いがあったので、ここに資料が欲しかったですね。 

永留教育長 ほかにありませんでしょうか。 

会場 「なし」の声 

永留教育長 では、ほかに質疑等ないようですから、報告第３号「令和２年度対

馬市島っこ留学里親・留学生決定について」の報告は終了します。 

続きまして、日程第８、報告第４号「令和２年度一般会計当初予算

（教育費）について」を議題とします。 

 事務局から報告をお願いします。 

八島次長 それでは、報告第４号「令和２年度対馬市度一般会計予算について」

ご説明申し上げます。 

なお、この予算案につきましては、３月５日に開催される対馬市議

会第１回定例会に提案される予定となっております。 

私の方からは、教育総務課と学校教育課所管に係るもので、主なも

のを説明したいと思います。 

まず、別冊資料の令和２年度一般会計当初予算教育費資料というも

のをご覧いただきたいと思います。 

資料の１ページをお開きください。 

この表は、第２次対馬市総合計画から見る教育行政体系図としてビ

ジョンの実現に向けた施策の全体像から教育行政とのかかわりを記載

しております。 

２ページをお願いいたします。 

２ページは、教育委員会４課の体系図となっております。 

郷土を愛する人材、対馬っこの育成を目標に上げ、４課それぞれが

安心して学べる学校教育環境の構築、地域の特性を生かした生涯学習

の推進、学校、地域との連携、対馬特有の文化財の保護と活用等を目

標として、それぞれのかかわりについてまとめております。 

また、市の第２次総合基本計画や教育大綱とも補完しながら、教育

委員会各課と国、県の行政機関を初め市長部局、地域等も含め、関連
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部局と連携することによる体系図となっております。 

３ページをお願いします。 

３ページは、教育総務課、学校教育課のフロー図となります。 

安心して学べる学校教育環境の構築を目標に上げており、具体的に

は学校施設の環境整備と学校教育の充実を上げ、施策の事業内容とし

ましては、それぞれの項目の罫線で囲んだ部分となっております。後

ほどご覧いただきたいと思います。 

資料の６ページをお願いいたします。 

先ほど差しかえのものをお配りしておりますので、そちらをご覧い

ただきたいと思います。 

令和２年度の教育費歳出予算は、目別予算内訳に示しているとおり

でございますが、予算規模といたしましては、一番下の歳出合計をご

覧いただきたいと思います。２９億１,７７５万７,０００円となりま

す。前年度当初予算と比較いたしますと、８,７９７万９,０００円の

増額で、３.１％の伸び率となっております。 

ただ、博物館費がこの中に含まれておりますので、博物館費が増額

となっておりますが、教育委員会の所管の部分としまして博物館費を

除きますと、減額での３.７％の減額率となります。 

区分に沿って前年度と比較し増減額の大きいものだけ説明をいたし

ます。 

１２ページからの資料に少し内容が書いておりますので、わかりや

すいかと思います。そちらを見ながら説明をしたいと思います。 

まず、賃金の欄の令和２年度の修正ですけれども、４万８,０００円

となっておるところを０としていただきます。１２ページの賃金、下

から４つ目、７の賃金というところの令和２年度のところが４万８,

０００円となっているところ、これが０。同じく右に行きまして、委

員会合計の令和２年内示のところ４万８,０００円が０。差額がマイナ

スの４万８,０００円という形になります。 

それから、小計の欄、右のページの１３ページ、それに伴いまして

小計が変わりまして、３１０４３４を３１０３８６に修正をお願いい

たします。差額の欄が、三角の８３６２８に修正をお願いいたします。 

戻りまして、１２ページで、まず報酬のところでございますけれど

も、会計年度任用職員報酬の方に嘱託職員報酬とスクールソーシャー

ルワーカーの報酬を組み替えておりますので、令和２年度については

嘱託員報酬とソーシャルワーカーの欄が０になっております。 

それから、校務支援システムの使用料を年間分計上したことによる
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使用料の増、１３ページの１０使用料のところが、差額として３００

万ほど増えております。 

それから、１８の備品購入費が、南地区教育事務所の公用車の購入

を備品購入費に計上しておりますので、増額となっております。 

しかし、全体といたしましては、対馬市奨学資金基金の１億円を前

年度計上しておりまして、今年度０となっておりますので、全体とし

て減額が８,３００万円余りの減額となっております。 

それから、教職員住宅費、その下になりますけれども、につきまし

ては、今年度も入居不可能で土地の賃貸借が発生しております豊小学

校の教職員住宅を、本年度引き続き解体することとしておりますので、

その予算を一番下の１５の工事請負費に計上し、その部分が増額とな

っております。 

続きまして、小学校費になります。１４ページです。 

学校管理費が、前年に比べまして１,２６３万７,０００円の減額と

なっております。主な要因といたしましては、エアコンの設置による

光熱費の増はあるものの、各学校の工事請負費の維持補修工事費が１,

８００万円の減額となったことなどによる減となっております。 

それから、１５ページの教育振興費ですけれども、こちらも修正を

お願いします。一番下といいますか、教育振興費の小計のマイナスの

欄、こちらを消していただいて、三角を消していただいて、６１１２

の増となりますので、修正をお願いいたします。 

増額の主な要因としましては、通学バスの委託料の増によるもので

す。 

それから、その下、学校建設費ですけれども、こちらは学校トイレ

の洋式化工事を学校建設費に計上しておりますので、皆増という形で

なっております。 

続きまして、中学校の学校管理費が１６ページからとなります。 

こちらも全体として増額になっておりますけれども、これにつきま

しては、エアコンの設置による光熱費の増や工事請負費の増が主なも

のであります。 

その下の１７ページ、教育振興費の項につきましては減額となって

おりますが、この減額の要因につきましては、修学旅行等の減であり

ますとか、就学援助扶助費の必要見込みの減などが主なものでござい

ます。 

それから、その下、学校建設費の減額は、鶏知中学校の増築工事が終

了しておりますので、その部分が減になっております。こちらにも中学校
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のトイレ洋式化工事を新たに計上しております。 

それから、次を開いていただいて、１８ページの幼稚園費です。こちら

も修正をお願いします。８番、報償費のところの５８万７,０００円を５

６万７,０００円。右側の委員会合計の令和２年度のところで、行事謝礼、

２万円となって、２０となっているところを０でお願いいたします。真ん

中、ちょっと上ぐらいになります。 

それから、下の方の１４使用料及び賃借料の１８５１を１７４２に修正

をお願いします。１４使用料、１８５１を１７４２に。 

それから、委員会合計欄の使用料及び賃借料の欄の下から３番目、ソフ

トウエア使用料１０９となっているところを０でお願いいたします。 

それに伴いまして、右側の１９ページ、小計欄が、委員会合計のと

ころを、合計が１８３７２３を２１１６７４に修正をお願いします。 

それから、３１年当初のところにつきましても、２２５０９５に修

正をお願いします。 

差額のところが、三角の１３４２１に修正をお願いします。 

修正が多くてすみません。 

ということで、幼稚園費については、１,３００万円程度の減額にな

っておりますけれども、その主な要因といたしましては、親愛こども

園に寄附する幼稚園施設型給付費負担金の減によるものです。小計欄

の一番すぐ上のところです。それから、２５ページをお願いします。 

学校給食費になります。全体の予算といたしまして１,８５３万８,

０００円の増額となっておりますけれども、増額の内容といたしまし

ては、調理員等学校給食会職員の人件費の見直しによりまして、学校

給食会の委託料を増額となっております。それでありますとか、備品

購入費で調理器具の購入が増えておりますので、その辺が増額の主な

ものとなっております。 

戻りまして、７ページから１１ページに予算参考資料として、主な

事業の概要を記載しております。後ほど参照いただければと思います。 

以上で、教育総務課及び学校教育課に関する予算の概要説明を終わ

らせていただきます。 

永留教育長 説明が終わりましたが、この件に関して質疑等はありませんでしょ

うか。 

佐伯委員 一ついいですか。数字に関してではないんですけれども、先般の総

合教育会議でも来年度エアコンの使用料が増えるということで、今回

増えた予算なんですが。来年度は、もうエアコンだけというふうなこ

とで、もう間違いないですか。 
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八島次長 いや、協議する中で、また協議等の中で冬場については今の計算上

ちょっと灯油の方がまだ少し安いという計算がありまして、冬場につ

いては灯油で行こうということ、今年の状況を見ながら、夏場の電気

代の状況等を勘案して、また検討しようやないかということで、一応

冬場は灯油ということで予算計上しています。 

佐伯委員 承知しました。少しでも効率的でいいやり方を、柔軟に対応してい

ただければと思います。ありがとうございます。 

吉野委員 薪ストーブが幾つかあるんですか。 

八島次長 はい。薪ストーブが２カ所。 

吉野委員 そういうのももちろん活用して。 

八島次長 はい。 

永留教育長 ほかにありませんでしょうか。 

一宮委員 多分議事録見ていただければわかると思うんですけど、昨年のこの

予算の説明のときに要望をお願いしたいんですけど、課長さんがご説

明されるときに、ご説明されるポイント、増額はここというのをメモ

書きでもいいから私たちにいただいておくと、それを見ながらできる

ということで、「はい、わかりました」というお返事をいただいてい

ます。また同じことを繰り返されるから、もう記録ができませんので、

できれば。 

八島次長 ちょっと今年の内示が出るのが非常に遅くて、ちょっと期間等も短

くて、訂正もあったもんで、いろいろあったように、ちょっとバタバ

タつくったところもありまして、大変申し訳ありません。 

一宮委員 いや、丁寧なのは要らないです。メモ書きでも構わないので、要は

口頭でお話されたときのメモでいいんです、すみませんけど、次回は

よろしくお願いします。 

永留教育長 ほかにありませんでしょうか。 

次、生涯学習課、文化財課の説明をお願いします。 

生涯学習課の方からお願いします。 

庄司課長 それでは、生涯学習課の２年度予算案についてご説明いたします。 

まず、４ページをお願いいたします。 

内容的にはそう大きく変わったものはありませんけれども、皆様ご

存じのとおり、令和２年度は２０２０東京オリンピックが開催されま

して、全国各地で聖火リレーが開催されます。対馬市におきましても、

５月９日に予定されていますので、健康スポーツの推進のところに外
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枠で聖火リレーを加えさせていただいております。 

それでは、予算の概要説明に入らせていただきます。 

１９ページをお願いいたします。 

まず、社会教育総務費ですけれども、社会教育総務費は、主に青少

年事業に係る経費や成人教育、文化団体等への補助金、社会教育委員

の活動に係る予算でございます。 

増額の大きなものですけれども、８番、報償費の講師謝礼ですけれ

ども、こちらは昨年よりも増額をしていただいておりますので、こち

らの方で増額となっております。 

そして、１３番、委託料の「しま」体感交流事業委託料ですけれど

も、こちらの事業につきまして、元年度までは県が主催の事業でした

けれども、２年度から市の事業として主催をしますので、県からの負

担がなくなりまして、大学生と高校生ボランティアの費用を市が負担

することになったため増額となっております。 

また、次に１９節の、ページでは２０ページをお願いいたします。 

上から２番目、社会教育振興費補助金というところがございますが、

こちらが昨年度ありませんでしたコミュニティー助成事業と、今度、

市民劇団が新しい演目を作成するということで、そのための補助金で

５３０万ほど増額となっております。 

続きまして、公民館費ですけれども、公民館費のまず需用費の修繕

料ですけれども、各地区公民館の傷んでいるところも多くございまし

て、こちらの方で修繕料を増額とさせていただいております。約１４

８万円ほど増額となっております。 

それから、１４節の使用料及び賃借料ですけども、用地借上料です

が、昨年度の予算につきまして、当初では交流センター及び図書館の

駐車場、マツキヨの上にある駐車場の借上料が一旦削られておりまし

た。それで、必要台数とかいろいろ協議をして、元年度につきまして

は予備費の方から対応したんですけれども、２年度につきましては、

当初で現在の３０台分借り上げしておりますが、この３０台分につい

て予算措置をしているところでございます。この分が皆増となってお

ります。 

あとは、減額となっているのが、昨年度は工事請負費で上県公民館

の給水管工事等をしておりましたが、今年度は工事に係るものがあり

ませんので、工事請負費が減となっております。 

続きまして、２４ページをお願いいたします。 

こちらの方で、総額になりますけれども、先ほど申しましたオリン
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ピックの聖火リレーの経費、こちらの方がいろいろ費目はあるんです

けれども、３５４万円ほど計上させていただいております。 

こちらの方での委託料と１２節役務費、１３節委託料、１４節使用

料が、３１年度当初ゼロとなっているところ、この分、今度はオリン

ピックの聖火リレーの経費の増となっております。 

続きまして、１９節のスポーツ活動振興費の部分ですけれども、子

ども夢づくり補助金の元年度実績分としまして１５０万円ほど増額を

させていただいております。 

続きまして、体育施設費になります。体育施設費につきましては、

大きなもの、施設管理費なんですが、昨年度、陸上競技場の芝刈り機

や美津島総合公園の管理業務、公用車を購入したときに、１８の備品

購入費、こちらの方が大きくなっていたんですけども、こちらの方少

なくなっております。施設管理費については、大きなものはそれぐら

いです。 

以上、簡単ですけれども、生涯学習課関係の予算説明とさせていた

だきます。 

永留教育長 文化財課、お願いします。 

川辺課長 では、令和２年度の文化財課関係の予算についてご説明いたします。 

資料の５ページをお願いします。 

文化財課関係のフロー図になっております。 

一番上に対馬特有の文化財の保護と活用とございますが、時にはこ

の活用という言葉がひとり歩きして誤解されているところもありまし

て、活用というのは、主に観光だけじゃなくて教育の方の活用もと思

っておりますので、そういう意味で広い意味の、観光だけじゃないと

いうことを教育委員さんたちにはご理解をお願いいたします。 

基本的な事業としましては、前年度とそう変わってはいないんです

が、特に令和２年度はもう他の部署にはなりますが、新博物館の開館

に向けた連携、学芸員との連携を協力していくべきかなと思っており

ます。 

それと、昨年度の仏像の盗難事件の関係で、新たな寺社等への防犯

設備の充実も働きかけていきたいと思っております。 

 実は、昨日文化財保護ネットワークという会合がございまして、対馬

北署、南署、あと消防署で、各文化財を持っている寺社の関係の方々に

集まっていただいて、長崎県の学芸文化からも１人担当の方に来ていた

だきまして、そういう協議を終えているところでございます。 

 あとは、伝統芸能関係、学校でいったら、ふるさと学習といいますか、
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先ほど教育長もおっしゃっていただいたんですけど、その成果があらわ

れてきているようだということをおっしゃっていただきましたけど、さ

らに伝統芸能の保存継承に向けてＰＲいうか、働きかけをしていきたい

なと思っております。 

 具体的に、予算書の件なんですけど、まず、歳入の資料の１１ページ

をお願いいたします。国や県の補助金の関係が書いてあります。対馬藩

関連遺産群保存整備事業及び市内遺跡発掘調査事業に係る補助金が国

と県の主なものです。補助率は、国の補助金か対象経費の約５０％をい

ただいております。県は、その国の５０％を差し引いたものからの１

２％、全体の数字からいったら６％の補助率になります。ただ、県の補

助率は、ちょっと流動的で県の予算の範囲内ということでありまして、

国はきれいに５０％入っているみたいなんですけど、県はそのときその

ときの予算で、微妙にちょっと移り変わったりはしています。 

 次に、歳出をお願いします。資料は２２ページになります。文化財保

護費に係る予算の総額は、４,９７８万６,０００円で、令和元年度に比

べ、次年度は１,２８５万７,０００円の増額となっております。 

 その主な要因は、対馬藩関連遺産群保存整備事業によります保存活用

計画の策定によるものです。令和２年度の事業といたしまして、厳原市

街地にある３つの国の史跡と１つの名勝、これを総合して対馬藩関連遺

産群といっているんですけど、その中から、金石城跡と旧金石城庭園に

ついて、この２つに特化した保存活用計画を策定する予定です。 

 そのほかにも、市内遺跡の発掘調査事業とか、美津島町の根曽古墳群、

上県町の越高遺跡等も補助事業の対象になっています。 

 次に、各節のうち、前年度と比べて増減が大きいものについてご説明

いたします。資料の１１ページの１１節需用費の増は、先ほどご説明い

たしました対馬藩関連遺産群保存整備事業と市内遺跡発掘調査事業に

係る印刷製本費等の事務費の増額によるものです。保存活用計画という

計画書をつくるに当たって、そういう事務費がちょっと多くなってきま

す。 

 次に、１３節委託料の増は、金石城の城壁の除草作業を今までは自衛

隊にお願いして年に１回やっていたんですけど、ちょっともうそれでは

追いつかないし、博物館の開館に向けて、できるだけ常時きれいにして

おきたいということで、特にちょっとこれの予算をとっていただきまし

た。年に城壁の除草作業を３回今のところ予定しております。あとは、

お船江の築堤の保護や、金田城跡の石塁の保護のための樹木の剪定と

か、そういう作業に当たるものです。 
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 次、１９節負担金補助及び交付金の減は、主にその博物館建設により

ます長崎県対馬歴史民俗資料館、今まで建っていた、そこが博物館に移

ってくるようになりまして、そこの管理運営負担金の減額によるものが

主なものです。 

 あとは、宗家文書の修理事業というのが、新たなに令和２年度から 

新しい修理事業に入りまして、全体の事業費の減額に伴う対馬市負担金

が減ったことによる減額になっております。 

 以上で、文化財保護費の説明を終わらせていただきます。 

永留教育長 生涯学習課関係、文化財課関係で何かご質問はありませんでしょう

か。 

吉野委員 文化財関係でちょっといいですか。１９節負担金の部分で、下から

３番目、宗家の文書の事業負担金、これ毎年１００万円ずつ上がって

きていたので、今回どうしてこうして下がったの、２００万も下がっ

ているのはめずらしい。 

川辺課長  今までは、１個の文書の修理をするのに、大体何年か計画でやってい

るんです。それが今度終わりまして、新たな文書の修理に入ります。そ

の全体の修理の金額が下がったので、対馬市の負担分としての、国、県、

市で分けてするんですけど、それが下がったということですね。結構修

理代にお金がいい値段かかるんです。 

 ちなみに、令和２年度からは、江戸毎日記というのは、多分江戸屋敷

での出来事が書いてあるもんだと思うんですけど、令和２年から６年ま

でに４年間かけてする予定で、総額が１億です。そこの中で４年間に割

って、対馬市の負担分というのが、年間の負担分というのがこれぐらい

ということになります。国が４分の１、市、県で７対３という形で、残

りを割ってという形で、今までは、朝鮮通信使絵巻とか、朝鮮国通信使

絵巻とかの修理をやっていまして、それが終わったのが、博物館に今度

新たに展示をされる予定です。 

今までの分がカラー張りの部分だったんです、絵図とかがあって、

なので、余計修理代がかかっていたんじゃないかなと思います。この

毎日記なので文字ばっかりですので。 

永留教育長 ほかにありませんでしょうか。 

一宮委員 生涯学習課の方にお尋ねします。この地域の特性を生かした生涯学

習の推進のところの下から２番目で、心を潤す芸術文化の振興で青少

年劇場等とあります。ここと関連して、予算の２０ページの社会教育

振興費補助金で、先ほどコミュニティ新劇団で５３０万円の増額とご

説明、新しい演目のためとあったんですけど、私、前から思っている
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この青少年劇場等って、等がある、そこに入るといいなと思って考え

があるんですけど、そのミュージカル対馬物語というのがあります。

それというのは、そういうふうになった、何だかの予算措置も含めま

して、対馬のふるさと教育とかというのは、学校教育課の方も絡みも

含めまして、何か予算措置みたいなのは、生涯学習課なんですか。お

尋ねですね、予算絡みで。 

庄司課長  こちらが出しているのは、劇団の方に補助金という、民主団体補助金

というのがございまして、そちらの方への補助金で今回、新たなに制作

をするということで上げさせていただいております。 

通常の運営費とかというのは出しておりません。 

一宮委員  運営費は出ていない。じゃあもしそういうふうなものを何か運営した

いとなった場合には、予算というのは、同一なところから出るものなん

ですか。 

庄司課長 新劇団の運営費。 

一宮委員 ミュージカル対馬物語というものを、もし島の中でする場合、補助

金は。 

庄司課長 すみません、今お手持ちの資料がありませんので。 

一宮委員  先ほど青少年劇場等というのは、必ず青少年劇場を実施するわけで

す。どこからか劇団を呼ばれて、子どもたちに見せるんですけども、そ

のあたりのもので何かうまくマッチできれば、そういうふうな方法も、

対馬にすごく対馬の歴史絡みで、先駆けて手掛けていただいて、何かい

ろんなところで公演をしてあるわけですけど、そういうふうなのがうま

く組み込めないかなという考えです。 

庄司課長  すみません。この青少年劇場というのは、県が紹介する演目とか、出

演団体とかが決められておりまして、その中から選択をして、県が決定

をするという事業になっております。そこに対して、県と市が補助金を

出しまして、運営といいますか、劇場を開催していくという事業になっ

ておりますので、民間の、こちらがどっかの団体にお願いして演劇をし

てもらうとかという事業とまた違う事業になりますので、その辺は難し

いところもあるし、ちょっと書き方も誤解を招いているのかなと思いま

す。 

永留教育長  ほかにありませんでしょうか。 

会場 「なし」の声 

永留教育長  ないようですから、報告第４号令和２年度一般会計当初予算について

の報告は終了いたします。 
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 次は、戻りますが、日程第４、議案第４号令和２年度教職員の異動に

関する内申についてを議題とします。 

 事務局から提案理由の説明をお願いします。 

糸瀬課長  「人事案件につき非公開」 

永留教育長 職種別異動名簿、そして、これから、全職員の異動名簿が配られます。

休憩をかけて、今あの時計で３５分まで、じっくり見ていただきたいと

思います。この教育委員会会議で、これは納得できない、おかしいぞと

いう点があれば出していただいて結構ですので、よろしくおお願いしま

す。 

 休憩に入ります。 

 （休憩） 

永留教育長 再開します。 

議案第４号について、質疑等ないようですから、これから議案第４

号を採決します。 

お諮りします。議案第４号令和２年度教職員の異動に関する内申に

ついては原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

会場 「異議なし」の声 

永留教育長 異議なしと認めます。よって、議案第４号は原案のとおり可決され

ました。 

続きまして、日程第９「その他」の事項に移ります。 

まず初めに、各課の事業予定を報告させていただきたいと思います。 

お手元に３月分の事業予定表を配付しておりますのでご覧くださ

い。 

総務課から順に、主な内容について報告をお願いします。 

八島次長 まず、教育総務課関係の事業について説明いたします。 

１日に対馬３高校の卒業式ということで載っております。それから、

５日から、第１回の対馬定例市議会が２４日までの日程で開催をされ

ます。１１日に予算審査特別委員会が開かれます。それから、１３日

に総務文教常任委員会で、補正予算等の審議が行われます。 

１６日は、内示です。 

１６日と１９日は一般質問となっております。 

それから、２２日に浅海中学校の閉校式となっております。ちょっ

と内容等、また縮小とか何か、いろいろ検討じゃないかなというふう

に思っております。 

それから、２８日に浅海中の備品を豊玉中と大船越中に運搬する予
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定となっております。 

以上です。 

永留教育長 次、学校教育課、お願いします。 

糸瀬課長 失礼いたします。 

今から行事等についてご紹介をいたしますが、後ほど述べますけど

も、新型コロナウイルス関連のため、諸行事を中止いたすことにして

おります。 

３月２日定例校長会、３日校務支援システム説明会、４日定例教頭

会、いずれも中止でございます。資料の送付をもって校長会とすると

いうことで、今のところ考えております。 

１０日、１１日につきましては予定どおり実施がなされるというと

ころでございます。 

１３日、幼稚園・こども園の卒園式も予定どおりでございます。 

１７日、１８日の卒業式関係でございますが、これにつきましても

新型コロナウイルス対策ということで、規模の縮小であったり人数の

制限であったりというようなこともあろうかと思いますが、卒業式だ

けは規模を縮小してでもこの日でやりたいというふうに考えておりま

す。 

それから２４日、修了式としておりますが、これにつきましても、

今のところ大きな変更がない限りはこれはちょっと難しいかなという

ふうに思っております。 

それから、２６日の退職辞令交付式は卒業式と同じような扱いとい

う考えでおりますので、退職の校長先生方、先生方にはこれは実施を

いたしたいというふうに思っております。 

詳細、新型コロナウイルスの対応については、また後ほど私の方か

らご説明申し上げます。 

以上です。 

永留教育長 生涯学習課、お願いします。 

庄司課長 生涯学習課ですけれども、１５日に上県町交流グラウンドゴルフ大

会を計画しておりましたが、本日、担当と協議しまして中止すること

と決定いたしました。 

それから、２９日の日曜日に、みつしまフロアカーリング大会が計

画されておりますが、こちらの方は今のところ行う予定ですが、まだ

今後の情勢で中止とする可能性もあるかと思います。 

あと、月間行事としましては、新年度の諸契約に向けた準備を進め
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て参りたいと思います。 

以上でございます。 

永留教育長 文化財課、お願いします。 

川辺課長 文化財課は、とりあえずあしたの金田城は中止になったんですけど、

３月は人を集めるイベントは当初からなかったんですけど、まず、３

日の文化財保護審議委員さんたちの会合は一応予定どおり開催いたし

ます。 

７日なんですけど、厳原町長寿院で芳洲会といって雨森芳洲先生の

供養が入っておりますので、それは私が行ってまいります。 

９日の月曜日、今のところ、金田城の整備の件でちょっと県知事が

来島されまして、一緒に金田城を回って説明をしてくる予定にしてお

ります。 

１２日は、清水山城の整備と調査をしてくる予定になっております。 

１４日の土曜日に、先日、急に早稲田大学の和田先生という対馬に

何度も来られている先生から連絡がありまして、阿連の盆踊りのリー

ダー的な活動をしていた人が最近事情で島外に行きまして、その後、

引き継ぎというか、後をどうするかということで話にわざわざ来島さ

れるということで、担当と私も一緒に同行して会合に参加しようと思

っております。 

以上です。 

永留教育長 事業予定の報告がありましたが、この件に関して質疑はありません

か。 

会場 「なし」の声 

永留教育長 ないようでしたら、事務局から、その他で何かありませんでしょう

か。 

糸瀬課長 失礼いたします。お手元に写しということで、各小中学校長宛に新

型コロナウイルスに係る対応について（第２報）というものを本日昼

過ぎに発出をいたしました。 

ご存じのとおり、昨日ですけども６時半過ぎに、安倍首相が全国の

公立小・中・高等学校、特別支援学校に対して３月２日からの臨時休

業を要請するという内容の記者会見がございました。 

本日、文部科学省からも同様の通知が参りまして、追って、それを

追っかける形で県教委からも同様の依頼がありました。 

あくまで依頼なんです。というのは、教職員の服務であったり、学

校の臨時休業等に関する権限は市町の教育委員会が有するということ
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になっておりますので、いずれも要請という形で話が来たわけですけ

れど。 

教育委員会といたしましても、現在市内での感染者はいないと、報

告は受けておりませんけども、諸般の情勢を鑑みて、臨時休業もやむ

なしということでこのような文書を作って本日各学校校長に発出をし

たところでございます。 

説明を今から少しいたします。お時間をいただければと思います。 

まずは、臨時休業措置についてですけども、要請を受けまして、本

市の全ての小中学校を３月２日月曜日、つまり来週の月曜日から３月

２４日火曜日、通常であれば修了式の日になります。この間を臨時休

業とするというふうにいたしました。 

なお、スクールバス、通学バスにもなりますけども、これにつきま

しては、３月２日月曜日から３月３１日火曜日までの、この年度内の

期間の運行を停止するというふうにいたしております。 

ただし、卒業式及び浅海中学校閉校式関係を除くということで、こ

れにつきましては、先ほど申し上げましたように、卒業式と浅海中の

閉校式だけは規模を縮小してでもやりたいという思いからこのような

文言を載せておるところでございます。 

また、教職員の勤務については臨時休業中であっても通常どおりで

あるということ、ただし教職員の中に本事案に由来する可能性がある

体調不良が見られる場合及び児童生徒を養育している教職員につきま

しては積極的な休暇取得を促すということで、これはいわゆる働き方

改革も含めて、働いている方の支援という部分も含めてここに記載を

しております。 

具体的には、（１）からそれぞれ下の方に示しておりますけども、

臨時休業の期間においては卒業式等の重要行事を除く全ての学校教育

活動を休止するとしております。 

それから、卒業式等の重要行事につきましては、従前の形にとらわ

れることなく柔軟に対応するということで、実施方法の例として幾つ

か示しております。 

まず、参加人数を抑えて実施するということあるいは式典の内容を

精選するということ、例えば式辞を割愛する。割愛といっても、言わ

ないわけではなくて、例えば印刷物として子どもたちに配布をすると

いうことも考えられるかと思います。 

それから、卒業証書を代表者のみに授与するということで、なるべ

く接触の時間を減らすということで、ひとえに児童生徒の健康・安全
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の確保ということを最優先に考えた措置を考えております。 

それから、式典当日のみを登校日とするということも含めてでござ

います。 

それから、臨時休業に伴う課題への対応ということで、思いつくま

まこのようなものをまとめておりますが、このほかにもいろいろある

わけですけども、まずはということで、児童生徒の健康・安全の確保

に関する課題ということで、不要不急の外出を控える、基本的に自宅

待機、自宅で過ごすということになります。図書館等の利用も含めて

不要不急の外出を控えるということ。 

それから、他との接触を極力控える、異常が発生したら速やかに学

校の連絡、そして長期の休みになります。休業になりますので、日課

表を作成して計画的に学習するよう指導をすることというふうにして

おります。 

それから、２つ目、学力保障に関する課題でございます。 

３月、実際、小学校１、２年生は終わっているわけですけども、今

年度が事実上終わっていることになりますが、未履修のまま卒業、進

級させることは極力避けなければならんということで、学力保障に向

けて最大限の努力をすること。結果として授業時数が標準時数を下回

ることはこれはやむを得ないということ、これは法的にもやむを得な

いということで認められておりますので、こういった対応になろうか

と思います。 

対馬市といたしましては、幸か不幸か、タブレットを導入をしてお

ります。これを使わん手はなかろうということもありまして、中学校

は１人１台持っておりますので、タブレットを持ち帰らせて、学校か

ら課題を与えるなどということも方法として考えられるんじゃないか

という案でございます。 

小学生については全児童が持っているわけじゃありませんけども、

可能であれば卒業を控えた６年生に対して優先的にタブレットを持ち

帰らせ、学校から課題を与えるということも可能であろうと。 

それから、学習プリントをもう作成する時間は現にございません。

そこで、児童生徒に対して各自で時間割を作成させて、教科書や補助

教材を利用した計画的な学習というものを指導するというふうにいた

しております。 

それから、３番につきましては教員の仕事の問題でございますので、

遺漏のないようにしっかりやることというふうに書いております。 

それから、当然、学力検査が、次のページ、あります。中学校に関
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してはこれがあります。各高等学校でそれなりの対応をしていただい

ているようでございます。ただ、子どもたち非常に不安でございます

ので、そういったケアも含めて、連絡網であったりあるいはタブレッ

トであったり、そういったＩＣＴを活用できればなというふうに考え

ています。 

部活動については、臨時休業の期間中、３月末までは中止ではござ

います。それから、社会体育の活動についても、指導者に対して中止

を要請すると。生涯学習課とも連携をとりながら、このことについて

はやっていきたいと思っております。 

それから、給食についてです。 

これはまだ、現在検討中でございます。しかしながら、もう３月２

日からの給食は提供中止といたします。あとのお金関係ももしかした

ら引っかかってきますが、それはまた後で検討するというふうにして

おります。 

そのほか、各学校が主催する各種会議につきましては、ＰＴＡ総会

等も多分計画をされていると思いますけども、保護者等の感染拡大防

止の観点から、多くの保護者が一堂に会する会議についてはその開催

の有無の検討、それから代替措置、総会ではなくて例えば評議委員会

とか、そういったものをもってかえるなどの柔軟な対応を各学校には

求めていきたいというふうに考えています。 

それから、大きな３番目、これも大事なことです。保護者との連絡

体制をもう一回確認してくださいと。何らかの緊急連絡、緊急対応が

必要な場合があるので備えてくださいというふうにしております。 

それから、大きな５番目、市教委主催の研修会の実施について、先

ほど申し上げましたように、校長会、校務支援システム研修会、定例

教頭会は中止でございます。 

ただし、先ほどの人事の、いわゆる校長内示、校長にはこれ伝えら

れませんので、３月はてな日にしておりますが、事実は３月１８日と

いう日になります。これについては、人事関係の校長会で実施という

ことで考えております。 

それから、その次のページ、最後です。 

職員の服務について。 

通常、教職員につきましては、通常勤務でございますが、例えば介

助員、それから教育相談員については、児童生徒が不在でございます

ので３月２日以降は勤務がないものとする。 

その次です。給食調理員、それから学校図書館支援員については、
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児童生徒が不在でも業務をすることが可能であるということから、あ

らかじめ定められた勤務といたします。 

非常勤講師の勤務があります。複式支援等非常勤とか免外解消非常

勤とか、そういういわゆる時間単位で給料を支払うという方々がおら

れます。これについては県教委との確認が必要でございますので、別

途連絡ということで、今、検討、確認をしているところでございます。 

それから、その他、１、対馬図書館、それから公民館の図書室は児

童生徒の入場禁止、もちろん閉鎖でございます。 

それから、社会体育施設、それから社会教育施設への小中学生の入

場禁止ということで、基本的に子どもたちは自宅で過ごすということ

で、厳しい措置というか、ハードルを上げた措置ではありますが、万

が一に備えてという思いも込めて、このような案を校長に配布をいた

したところでございます。 

教育委員の皆様のご了解をお願い申し上げます。 

以上です。 

永留教育長 説明が終わりましたけれども、何か質疑はありませんでしょうか。 

吉野委員 すみません。卒業式については、もう、私たちの告示も中止ですね。 

糸瀬課長 教育委員会告示については、今のところ、文書の配布をやろうとい

うふうには考えています。よって、来賓出席、教育委員さんのみなら

ず、うちの所内の課員についてももう出席は控えるという形で、文書

配布でもってお配りをしたいと思います。 

吉野委員 幼稚園もですか。 

糸瀬課長 幼稚園は対象にはなっておりません。こども園はオーケーです。 

吉野委員 幼稚園はあるんですか。 

糸瀬課長 あります。 

齋藤委員 行かないということですね、卒業式には。 

糸瀬課長 小中の卒業式には、教育委員さんあるいは、教育委員会事務局、教育長

も含めて出席はしない。 

永留教育長 案内状、来ました、小中学校。 

吉野委員 まだ来てないです。幼稚園だけしか来てない。 

一宮委員 佐須中は来ました。 

川辺課長 子どもたちは自宅待機ということなんですけど、前回、いつかイン

フルエンザのときもちょっとあったんですけど、土日も自宅待機なん
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ですよね。 

糸瀬課長 もちろんです。 

川辺課長 ですよね。そこを何か、今日は土日やけいいと言ってる子もいるん

ですよ。 

糸瀬課長 基本的には、児童生徒の健康・安全の確保。だから、土日はそれが

外れるという理由にはならない。 

川辺課長 でも、そう思わない人もいるので、そこは言っといた方がいいかも

しれません。 

糸瀬課長 なるほどですね。 

川辺課長 普通は保護者がある程度。 

糸瀬課長 保護者判断ですけど、学校としては出ないでくださいという話です。 

川辺課長 保護者、緩い人も結構いるので。 

川辺課長 それと、今ちょっと疑問に思っているのは、公民館とか体育館の利

用をしている人がいるんですけど、利用申し込み、それは一般の人は

受け付けてもいいのかなと思ったんです。もういっぱいやけん、みん

な個人の責任で、オープンにしとってもいいとかな、そういう社会体

育施設は。 

庄司課長 一応、今朝、教育委員会の中で話しをして、小中学生、児童生徒の

使用はできませんということと、一般の方については最大の配慮をお

願いしますという周知をすると決定してます。。 

川辺課長 もうそのままで。いろんな団体。 

阿比留部長 公民館の図書室並びに対馬市図書館についても、当分の間、閉鎖と

いうようなことで方針決定をしております。 

川辺課長 そのぐらいの利用はそのままで、一応、一般。 

永留教育長 ただ、そこまで止めよったら、世の中が全部ストップしてしまいま

す。それと関連があると思いますので、もう注意喚起で進めたいと思

います。 

一宮委員 対馬の場合は、例えば教員はまだ年休とって我が子を見れるという、

ちゃんとできるけど、大丈夫なんですか。もう両親共働きで、見れな

いというご家庭とか、そういう反応はまだ今のところ聞こえてない。

校長先生にはこれは伝えてあるんですよね。 

糸瀬課長 校長には伝えました。 

一宮委員 そのあたりの校長先生方の様子はいかがでしたか。 
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糸瀬課長 もちろん、多分、今から出てくると思います。新聞報道記者さんか

らもその対応に関する話は質問を受けました、実は。申し訳ないけど、

今、そこまでは手が回っていないという。まずは、本課としては、児

童生徒の健康・安全確保が大事であるということでこういう措置をと

らせていただいたと。それに付随するさまざまな課題については、今

後、関係機関と協議しながら解決に向けていきたいというしか言えな

い。 

一宮委員 個々の対応ということで。 

永留教育長 そういう部分で、保育所、幼稚園関係は、今回、休業にはなってい

ないんです。 

吉野委員 先生方は、いつもどおりの出勤には間違いない。 

糸瀬課長 はい、教員はいつもどおり。 

吉野委員 児童生徒だけですね。 

糸瀬課長 そうです。 

吉野委員 子どもたちがいないのでテストがされん。評価がしにくいというよ

うになるのでは。 

糸瀬課長 だからもう、書いてあるように、２月末までの授業の内容をもって

評価すると、それしかできないですね。 

吉野委員 学年末テストもしていないとかあるでしょう。 

永留教育長 中学校は済んでる。 

糸瀬課長 テストはもう終わってるんですよ。あとはもう卒業式準備なので。 

授業時数としてはもしかしたら不足になることはあるかと思いま

す。ただ、もうそれはこういった世の中、特例中の特例でございます

ので、これは承認いただけるというふうには思っております。 

佐伯委員 お願いなんですが、事案が出たときには、速やかに私たちにも情報

提供をいただく。 

糸瀬課長 そうですね。 

佐伯委員 ということと、それともう本当速やかに発表をやっていただくとい

うことを。 

もう今日、うちの職場２０人ぐらいいるんですけど、持ちきりでし

たよ、対馬で出たということで。いやいや、そういういろんな話が出

ているので有象無象いっぱい話が出てですね。 

糸瀬課長 そうですね。今現在、うちの課の中であるいは教育委員会の中で罹
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患者が発生したという情報はございません。 

ですから、今後発生した場合には、もちろん教育委員さんも含めて

関係校長にも素早く通知をしたいと思っております。 

佐伯委員 逆に一度どっかで、出ていませんというのをはっきり市側も表明し

た方が市民は安心するんじゃないかなという。 

吉野委員 今、市長が不在やけん、なかなか難しい。 

佐伯委員 市長がいないなら、教育長もおられますし。 

永留教育長 市長は今いないのです。 

川辺課長 今日、昼休みにお店に行くと、トイレットペーパーやティッシュが

もう、１人１個ずつとなってて、どこもないような状態。 

佐伯委員 熊本で、出ていましたよね。対馬も一緒ですよね。 

永留教育長 ほかにありませんでしょうか。 

これは、各学校には知らされる、広報関係。 

阿比留部長 はい、市の市長部局にも連絡していますので、今日のうちには全部、こ

ういう学校が休みになるよということで対応、周知される。 

永留教育長 全市民に。 

阿比留部長 いや、全市民じゃなくて、市長部局だけです。 

永留教育長 市長部局やなくて、やっぱり対馬全島に広報しないといけない。広

報というか、お知らせをしないといけない。 

阿比留部長 市内広報ですね。 

永留教育長 近日中に。 

阿比留部長 はい。 

永留教育長 日曜日までに。 

阿比留部長 日曜日までですね。 

永留教育長 ケーブルテレビに緊急で出してもらわないといけない。 

一宮委員 すみません。子どもたちがおうちで過ごしますよね。そのときに教

員は、もちろんその状況を把握するために家庭訪問とかはしないんで

すよね。結構長いですよね、春休み。 

糸瀬課長 必要に応じてになるでしょうね。長期休業中と同じような扱いにな

ると思います。配慮が必要なお子さん、支援が必要なお子さん、何か

課題を抱えているお子さんについては、長期休業中と同じような対応

をすると思います。 
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一宮委員 それは各学校の実情に応じて。 

糸瀬課長 各学校の実情に応じてやると思います。 

一宮委員 ずっと保護者に任せっぱなしという心配は。 

糸瀬課長 なかなかそれはしないでしょうね。 

一宮委員 ですよね。 

糸瀬課長 しないことを期待いたしますが。 

一宮委員 わかりました。 

永留教育長 じゃあ、新型コロナウイルスに関しては、以上で終わります。 

別件で、事務局からありませんでしょうか。 

糸瀬課長 失礼いたします。 

年度が明けての話になりますけども、今のところ、４月の１日、そ

れから２日の教職員関係の辞令交付式、これを来年度から中止といた

したいと思っております。今まで、対馬市公会堂で向こうから来られ

た先生あるいは島内で異動があった先生、新任校長教頭含めて一堂に

集めて辞令交付式を教育長が直接渡すということをしておりました。 

あわせて次の日には、初任者に対して、今年は峰でしたけど、辞令

交付をしておりましたけども、県の方でもこの辞令交付のあり方を大

分変えてきました。例えば、初任者の辞令交付は、もう１人に渡すだ

け。一人一人には渡さないというようなこともしております。 

あわせて、この新型コロナとは直接関係ないんですけども、特に来

年度については稼業日が３日しかないんです。４月１日、２日、３日

か、平日３日しかなくて、あと、土日終わったらその次の日から始業

式なんです、４月６日から。だから、１日、２日、３日しか空いてい

なくて、が土日で６日始業式ということで、３日しかない。その３日

しかない中で、こういった新型コロナは直接関係ないんですけども、

新年度準備というものが非常に難しくなるということも考え合わせた

上で、来年度以降の辞令交付式を中止したいというふうに考えており

ますがということでございます。 

以上です。 

永留教育長 もう少し補足すると、もう来年度から県立学校は辞令交付式はやら

ないと。県の方向性としても、数年後には辞令というものをなくすと

いう、そういう方向で、今、検討が進められております。 

辞令ももう来年度から、今まである程度厚紙だったんですけれども、

ぺらぺらの一枚紙になるというふうなことで、もうそういう動きがあ
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るなら、働き方改革もあるし、学校も忙しい中だから、いっそ中止を

しようかということで進めたいというふうに思っております。 

よろしいでしょうか。 

吉野委員 ということは、また１日、２日の出席なし。 

永留教育長 なし。 

教育長の思いを伝えたかったんですけど、まあ、機会は別にあるで

しょう。 

永留教育長 じゃあ、別件、事務局からありませんでしょうか。 

会場 「なし」の声 

永留教育長 ないようでしたら、委員さん方から何か、その他でありませんでし

ょうか。 

会場 「なし」の声 

永留教育長 ないようでしたら、本日の会議はこれで終了いたしますが、次回の

会議日程の件で事務局からお願いします。 

事務局 次回です。これ、３月の１９日木曜日で当初は予定をしていましたが、

議会の方で一般質問が入っていますので、１７日にするか、次の週で

みなさんの都合のいい日でと思いますが。 

会場 １７日でお願いします。 

永留教育長 １７日でよろしいですか。 

じゃあ、３月の教育委員会は、３月の１７日火曜日でお願いをいた

します。 

開始の時間は、１４時にしていきます。 

後日、また事務局から改めて通知をいたします。 

これで本日の予定は全部終了しましたので会議を閉じます。 

以上をもちまして、令和２年第２回対馬市教育委員会会議を閉会し

ます。 

お疲れさまでした。 
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